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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループは、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」というグループミッションの
もと、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等全てのステークホルダーに価値を提供することで、持続的な成長と長期的な企業価値の向上を実
現していきます。当社グループの事業領域である医療・介護/障害福祉・ヘルスケア・シニアライフの市場は、加速度的に成長し、非常に変化が激
しいため、迅速で果断な経営判断を適時適切に行っていく必要があります。同時に、全てのステークホルダーの信頼を得られる透明性と公正性を
伴う健全な経営体制の構築が不可欠です。

　コーポレート・ガバナンスは、透明・公正かつ迅速・果断な経営の意思決定を実現するための仕組みであり、グループミッションを実現し長期的に
企業価値を向上させるためには、実効性のあるコーポレート・ガバナンスの実現が重要であると考えています。この認識に基づき、以下の基本方
針に則って、コーポレート・ガバナンスを推進していきます。

（１）株主の権利・平等性の確保

①株主の権利の確保

　当社は、少数株主・外国人株主も含めた全ての株主に対し、実質的な平等性を確保し、株主の権利の確保及び適切な権利行使に資するため、
適時適切な情報開示を行うとともに、権利行使に関する環境整備に努めます。

②株主総会

　当社は、株主総会を株主との建設的な対話の場であると考えており、株主が適切に議決権を行使できるよう、招集通知には賛否の判断に必要
な情報を正確に記載するとともに、招集通知の発送に先立ちTDnet及び当社ウェブサイトへの掲載も行っています。

③資本政策

　当社グループは、持続的な成長と長期的な企業価値の向上をもって株主に価値貢献をすることが重要だと考えています。限られた経営資源を
効率的に活用し、株主資本コストを超える高いROEを維持しながら、売上高及びEBITDAを継続的に成長させていくことを目指しています。当社グ
ループの事業領域である高齢社会に関連する市場には膨大な事業機会が生まれているため、獲得した利益は持続的な成長と長期的な企業価値
の向上のために必要な投資に活用していきます。

　大規模な増資等、既存株主の権利に影響を与える資本政策については、その権利を不当に害することのないよう、その必要性・合理性を十分に
検討し適正な手続きを経て実施します。

　当社の配当については、成長への投資を優先したうえで、財務の状況を勘案し、連結配当性向30％を目安に累進配当（１株当たり配当金の前
期実績に対して、配当維持又は増配を行うもの。）を行うことを基本方針としております。ただし、M&A等の大きな投資機会発生の際には、この限り
ではありません。

　また、自己株式の取得については、財務状況や株価水準に応じて機動的に実施してまいります。

④政策保有株式

　当社は、政策保有株式として上場企業の株式を保有していません。今後についても、当社の戦略との整合性やシナジー効果、リスク等を総合的
に勘案し、長期的な企業価値の向上につながることが合理的に説明できない場合は、保有しません。

⑤買収への対応方針（買収防衛策）

　当社は、持続的な成長と長期的な企業価値の向上を図り、IR活動を通じ株主・投資家との良好な関係を構築することが、敵対的買収に対する防
衛につながると考えており、買収への対応方針（買収防衛策）は導入していません。

⑥関連当事者取引

　当社は、全ての取引について、社内規程に従い、取引の規模及び重要性に応じて、必要な審査・決裁を経て実施しています。

　利益相反取引については、取締役会の決議及び取締役会への報告が必要であると定めています。

　関連当事者取引については、当該取引により当社が不利益とならないよう、市場における一般的な取引条件を勘案して決定するとともに、その
取引状況をモニタリングしています。また、実施した場合は、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示を行います。

（２）株主以外のステークホルダーとの適切な協働

　当社は、グループミッションに掲げるとおり、事業活動を通じて社会に貢献し続けることを目指しています。そのためには、株主はもとより、顧客、
取引先、従業員、地域社会等、全てのステークホルダーと良好な信頼関係を築き、協働していくことが不可欠です。各ステークホルダーに対する当
社の基本的な考え方は以下のとおりです。

－顧客である従事者・事業者・エンドユーザに対しては、情報をコアとしたサービスを通じて、価値を提供します。

－取引先に対しては、適正な品質の商品やサービスを適正な価格で調達することにより、健全な共存関係を築きます。ミッションの実現に向け、サ
プライチェーン全体での持続可能な社会に向けた取り組みが不可欠であり、「持続可能な調達方針」および「サプライヤー行動規範」を制定し、持
続可能なサプライチェーンの実現を目指しています。

－従業員に対しては、事業の持続的な成長を通じた様々な成長機会を提供し、会社と従業員の相互発展を目指します。

－地域社会に対しては、事業活動を通じて高齢社会にまつわる様々な社会課題を解決することで、その持続的な発展に貢献します。

（３）適切な情報開示と透明性の確保

　当社は、適時適切な情報開示を行い、説明責任を十分果たすことが上場企業としての責務であると考えています。会社法・金融商品取引法をは
じめとする法令及び東京証券取引所上場規則に基づく開示はもちろんのこと、株主・投資家の投資判断に影響を与える情報については、適時適
切に開示を行います。

（４）取締役会等の責務

　当社は、市場が加速度的に成長し、非常に変化が激しい領域で事業を行っており、グループミッションの実現と長期的な企業価値の向上を目指
すうえで、迅速で果断な経営判断を適時適切に行える経営体制の構築が必要不可欠です。そのため、監査等委員会設置会社制度を採用し、取



締役会から代表取締役社長等に対し業務執行に係る権限を委譲することで迅速で果断な経営判断を促し、取締役会においては経営戦略及び経
営課題に関する議論等、より大局的・実質的な議論を行うとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図っています。また、監査等委員会にお
いては、取締役会の議決権を有する監査等委員（いずれも独立社外取締役）が監査を行うことにより、監査・監督の実効性の向上を図っていま
す。加えて、取締役の指名、経営陣幹部の選定・解職及び監査等委員でない取締役の報酬決定における客観性・公正性・透明性の確保を目的と
して、指名・報酬諮問委員会を設置しています。取締役の指名にあたっては、経営環境が激しく変化するなかで、その時々で最も相応しい取締役
会の構成を実現するために、当社事業に対する深い理解や、財務・会計・法務・企業経営等に豊富な経験と幅広い見識のある者等を年齢・性別・
国籍を問わず候補者とする方針としています。具体的には、取締役会の構成員については、その経歴、専門分野、国際経験などの多様性を実現
することとしています。以上の体制により、各取締役がその職責を果たすことが可能となり、グループミッションを実現し、長期的に企業価値を向上
させることができると考えています。

（５）株主との対話

　当社は、グループミッションの実現と長期的な企業価値の向上を目指すうえで、長期的な視点を持った株主・投資家との建設的な対話が必要不
可欠であると認識しています。そのため、株主との対話については、代表取締役社長が統括し、IR部門と連携し対話の方針を決定しております。
四半期ごとの決算説明会で代表取締役社長自らが経営戦略や経営状況について説明しているほか、IR部門を中心に個別取材にも積極的に応じ
ています。また、必要に応じて社外取締役と株主との対話の機会を設けています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4　政策保有株式】

当社は、政策保有株式として上場企業の株式を保有していません。今後についても、当社の戦略との整合性やシナジー効果、リスク等を総合的に
勘案し、長期的な企業価値の向上につながることが合理的に説明できない場合は、保有しません。

【原則1-7　関連当事者間の取引】

当社は、全ての取引について、社内規程に従い、取引の規模及び重要性に応じて、必要な審査・決裁を経て実施しています。

利益相反取引については、取締役会の決議及び取締役会への報告が必要であると定めています。

関連当事者取引については、当該取引により当社が不利益とならないよう、市場における一般的な取引条件を勘案して決定するとともに、その取
引状況をモニタリングしています。また、実施した場合は、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示を行います。

【補充原則2-4-1　中核人材の登用等における多様性の確保】

当社グループは、中核人材の登用において、年齢・性別・国籍等の属性にかかわらず、期待する役割に応じた能力に基づき判断することを基本方
針としています。多様な人材の登用は、変化の激しい事業環境において多角的な視点からの意思決定を可能にし、持続的な成長と長期的な企業
価値の向上に資するものと考えています。

当社グループの人員構成は、多様な職歴をもつ中途採用者が90％以上を占めています。一般に企業規模が大きいほど新卒採用が中心となる日
本企業の傾向のなかで、当社の中途採用者比率は際立って高い水準にあり、多様な経験・専門性を背景とした人材の登用が組織に深く根付いて
います。また、海外においても積極的に事業を展開していることから、外国人従業員の割合も約25％となっており、そのほぼ全員が海外子会社に
在籍しています。

こうした考え方のもと、管理職に占める中途採用者及び外国人の比率は、いずれも全社の人員構成比を上回っています。これは、海外子会社に
おいて日本国内に比べ役職者の比率が高いこと、また、新卒入社者に比べて中途採用者には相対的に経験を積んだ人材が多いことによるもの
であり、能力本位の登用が実質的に機能していると認識しています。

なお、「外国人」「中途採用者」の管理職への登用に係る自主的かつ測定可能な目標は、以下に記載のとおり設定しておりません。その旨及び理
由については、各項目に記載のとおりです。

＜自主的かつ測定可能な目標及びその状況＞

・女性の管理職への登用

当社は、管理職に占める男女の構成比について、男女ともに40～60％を維持することを目標としています。管理職に占める女性の割合は現在40
％程度であり、当該目標の水準を実現できていると認識しています。引き続き、性別を問わず能力に応じた登用を進め、当該水準の維持に努めて
まいります。

・外国人の管理職への登用

外国人従業員の割合は約25％ですが、そのほぼ全員が、当社と比較して規模の小さい海外子会社に在籍しています。海外子会社は数が多く、そ
の事業規模は会社ごとに大きく異なり、管理職の構成比も多様であることから、グループ一律の数値目標を設定することは当社グループの実態に
そぐわないと考えており、外国人の管理職登用に係る数値目標は設定していません。なお、管理職に占める外国人の比率はグループ全体の外国
人の人員構成比を上回っており、国籍を問わず能力本位で登用する方針を引き続き維持します。

・中途採用者の管理職への登用

当社グループは人員構成上すでに中途採用者が90％以上を占め、管理職に占める中途採用者の比率も全社の人員構成比を上回っています。能
力本位の登用がすでに十分に機能していることから、中途採用者の管理職登用に係る数値目標は設定していません。

＜多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針及びその状況＞

当社グループは、事業の持続的な成長を通じて従業員に多様な成長機会を提供し、会社と従業員の相互発展を目指しています。多様性を確保
し、持続的な成長と長期的な企業価値の向上を実現するための人材育成及び社内環境の整備に引き続き努めてまいります。

当社グループの人的資本についての考え方、戦略（多様性の確保に向けた人材育成及び社内環境整備に関する方針含む）、取組み、指標と目標
の詳細については、有価証券報告書で開示しています。

【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金制度を採用しておらず、企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮すべき局面はございません。今後、企業年金制度を有
する企業を買収等により取得した場合においては、必要な対応を行っていきます。



【原則3-1　情報開示の充実】

（１）経営理念・経営戦略等については、当社ウェブサイト、決算説明会資料、有価証券報告書等で開示しています。

（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書「Ｉ-１. 基本的な考え方」に記載しています。

（３）取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続については、本報告書「II-１．【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の
開示内容」に記載しています。

（４）取締役候補者の指名及び経営陣幹部の選定・解職については、客観性・公正性・透明性を確保するため、委員の過半数を独立社外取締役で
構成する指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が指名及び選定・解職を決定することとしています。なお、監査等
委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得たうえで取締役会が指名を行うこととしています。

取締役の指名に際しては、その時々の経営環境に相応しい取締役会の構成を実現するために、当社事業に対する深い理解、財務・会計・法務・
企業経営等に豊富な経験と幅広い見識のある者等を年齢・性別・国籍を問わず候補者とする方針です。代表取締役社長を始めとした経営陣幹部
の選定においては、当社の業務に精通し、その職責を全うすることができ、当社のグループミッションの実現と長期的な企業価値の向上に資する
人物を選定します。

取締役の解任及び経営陣幹部の解職については、法令、定款、社内規程に違反した行為があった場合、その他、求められる役割・責務を果たし
ていないと、指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経て取締役会が判断した場合は、取締役会にて取締役会候補者として指名せず、また、その
役職を解職します。

（５）現任の取締役の指名についての説明は、「定時株主総会招集ご通知」に記載のとおりです。

【補充原則3-1-3　サステナビリティについての取組み等】

（１）サステナビリティについての取組み

当社は、「サステナビリティ委員会」を設置し、サステナビリティ課題への方針・施策の検討、進捗モニタリングを行っています。サステナビリティ委
員会は当社の代表取締役社長を委員長とし、全取締役をメンバーとして、原則年４回開催しています。「サステナビリティ推進室」が同委員会の事
務局を担うとともに、各事業部門・コーポレート部門と連携し、サステナビリティ関連の戦略・施策の立案・実行をサポートしています。また、グルー
プ全体のリスクマネジメントを所管する部門と連携し、全社的なリスクマネジメントと統合的な管理を行っています。

当社グループのサステナビリティについての考え方、取組みの詳細については、有価証券報告書及び当社ウェブサイトで開示しています。（https:
//www.bm-sms.co.jp/sustainability/）

なお、当社グループでは、気候変動に関する評価指標として温室効果ガス排出量を選定しており、パリ協定が求める水準と整合した温室効果ガス
排出削減目標であるSBT（Science Based Targets）を定め、SBTイニシアティブの認定を取得しております。

（２）人的資本や知的財産への投資

人的資本や知的財産は、当社グループの事業推進上、重要な経営資源であると認識しています。

当社グループにおける「人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針」「社内環境整備に関する方針」を含めた人的資本についての考え
方、取組み、指標と目標については、当社ウェブサイトで開示しています。（https://www.bm-sms.co.jp/sustainability/people/）

また、知的財産については、ノウハウや商標権等の保護のため、その防御的対応も含めた投資等を必要に応じ行っております。

【補充原則4-1-1　経営陣に対する委任の範囲の概要】

当社は、監査等委員会設置会社であり、業務執行の迅速性を確保し取締役会の監督機能を強化する観点から、法令に定める事項を除く重要な
業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任できることを定款に定めています。

法令・定款の定めにより決定すべき事項、定款に規定された事項、株主総会の決議により委任された事項、その他経営上の重要な意思決定につ
いて、取締役会の決議を必要としており、その基準は「取締役会規程」に明記しています。

また、「職務権限規程」において業務執行に関する各会議体及び各職位の決裁権限を定めています。その内容は法制度や当社の状況等により適
宜見直しを実施し、取締役会をはじめとする各会議体・各職位が実効性をもって迅速に意思決定することを目指しています。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社の社外役員の独立性に関する考え方については、本報告書「II-１．【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に掲載しています。

【補充原則4-10-1　指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言】

2018年12月に委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設置しており、筆頭独立社外取締役が委員長を務めております。な
お、指名・報酬諮問委員会の権限・役割については、本報告書「II-2．＜指名、報酬決定等の機能に係る事項＞」に記載しています。

【補充原則4-11-1　取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方】

当社の事業領域は、市場が加速度的に成長しており、非常に変化が激しいため、その時々で最も相応しい取締役会の構成を実現するために、当
社事業に対する深い理解や、財務・会計・法務・企業経営等に豊富な経験と幅広い見識のある者等を年齢・性別・国籍を問わず登用していくことが
不可欠だと考えています。具体的には、取締役会の構成員については、その経歴、専門分野、国際経験などの多様性を実現することとしていま
す。これらの多様性を実現することで、現在の経営環境において必要となる多様な視点での経営に関する活発な議論が取締役会において可能と
なり、企業価値向上に向けたモニタリングボードとして機能すると考えております。

取締役会の規模に関しては、定款で取締役の人数を、監査等委員でない取締役は９名以内、監査等委員である取締役は５名以内と定めており、
現在は監査等委員でない取締役３名（うち２名が独立社外取締役）、監査等委員である取締役３名（いずれも独立社外取締役）の合計６名にて構
成しています。取締役会として経営の監督及び迅速な意思決定を行うにあたり、必要十分な規模と考えています。なお、当社取締役のスキル・マト
リックスについては、本報告書の最終頁に記載しております。

取締役候補者の指名については、客観性・公正性・透明性を確保するため、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会に
諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が指名を行うこととしています。なお、監査等委員である取締役候補者の指名については、監査等委
員会の同意を得たうえで取締役会が指名を行うこととしています。

【補充原則4-11-2　取締役・監査役の兼職の状況】

当社は、取締役の重要な兼職の状況を「定時株主総会招集ご通知」及び有価証券報告書において、毎年開示しています。

取締役の取締役会への出席率及び監査等委員である取締役の監査等委員会への出席率は非常に高く（2026年3月期　取締役の取締役会への
平均出席率：98.7％、監査等委員の監査等委員会への平均出席率：97.2％）、取締役としての職責を適切に果たしており、合理的な範囲内での兼
職であると考えています。

【補充原則4-11-3　取締役会全体の実効性の分析・評価】

当社の取締役会では、各取締役が各々の経験と専門性を十分に発揮し、活発な議論・審議を経て重要な意思決定を行っており、実効性を発揮し



ていると認識しています。また、監査等委員会による監査・監督により、取締役会の実効性は十分に確保されていると考えています。なお、取締役
会の実効性に関しては、全取締役を対象としたアンケートを実施のうえ、分析・評価を行っております。結果の概要については、当社ウェブサイトで
開示しています。（https://www.bm-sms.co.jp/ir-news/20250820-2/）

【補充原則4-14-2　取締役・監査等委員のトレーニングの方針】

当社は、各取締役の選任において、その時々の経営環境に合わせ、十分な知識・能力を有し、かつ職責を全うできると判断した人材を指名し、株
主総会で承認を得ております。取締役として必要な自己研鑽を求めるとともに、非常に変化の激しい経営環境に対応するため、事業、財務、組織
等の経営情報、法制度の改正や業界動向についての情報を適宜提供し、取締役が適切にその役割を果たせるよう努めています。また、必要に応
じて、情報収集・知識習得のための外部研修受講等の案内、費用の支援を実施しています。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】

株主との対話については、代表取締役社長が統括し、IR部門と連携し対話の方向性を検討しております。四半期ごとに開催する決算説明会では
代表取締役社長が自ら説明し、IR部門を中心に個別取材にも積極的に応じるとともに、必要に応じて社外取締役と株主との対話の機会を設けて
います。また、財務部門やリスクマネジメント部門等、IR部門と連携すべき部門は全てIR部門と同様の経営管理本部に属しており、各部門が必要
に応じIR活動への補助を行う等適切な連携を実施しています。

株主との関係性については、実質株主を含めた株主構造の把握に努めるとともに、対話内容についても経営陣幹部等に必要に応じフィードバック
しています。インサイダー情報の管理については、決算日翌日から決算発表日までは決算情報に関する対話を控える等、インサイダー情報の漏
洩防止に留意しています。

【株主との対話の実施状況等】

当社における、株主との対話についての考え方は、本報告書の「Ⅰ-１．基本的な考え方　（５）株主との対話」に記載のとおりです。なお、2026年３
月期においては、251件の機関投資家・アナリストとの面談を実施いたしました。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年6月19日

該当項目に関する説明

・資本効率性の向上

当社は、CAPM（資本資産価格モデル）に基づき算出される株主資本コスト（概ね10％弱）を上回るROEを実現しながら、売上高およびEBITDAを持
続的に成長させることを基本方針としています。

2031年３月期を目標年度として、売上高1,220億円（2026年３月期からのCAGR 14％）、EBITDA 280億円（同CAGR 20％）を達成するとともに、可能

な限り早期にROE 30％を達成することを目指しています。

・株主価値向上に向けた具体的施策

目標達成に向け、以下の施策を推進します。

‐利益成長の加速：経営戦略・事業ポートフォリオの継続的なアップデートと投資効果の着実な発現

‐安定的な株主還元：連結配当性向30％を目安とした累進配当の実施

‐機動的な資本政策：財務状況および株価水準に応じた自己株式取得の実施

‐役員インセンティブ・株式保有：業績連動報酬および株式報酬を含めた社内取締役の報酬設計と代表取締役社長の株式保有の促進による、経
営陣の利益と株主利益との適切な連動

‐従業員インセンティブ：継続的な利益成長と中長期的な株価上昇へのインセンティブを組織全体に浸透させるストック・オプションの付与

・IR活動と株主資本コストの低減

適時・適切な情報開示および株主・投資家との継続的な対話を通じ、当社の中長期成長ストーリーが資本市場において適切に評価されるよう努め
るとともに、情報の非対称性の解消による株主資本コストの低減を図ります。

・2026年３月期ROEの実績と今後の改善方針

2026年３月期のROEは、海外事業における減損損失の計上により▲38.9％となりました。当該減損損失の計上は一過性のものであり、上記施策
の実行を通じて、ROEの早期改善および目標水準の達成を目指します。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

МОＲО合同会社 15,373,618 18.72

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9,192,200 11.19



MISAKI ENGAGEMENT MASTER FUND

(常任代理人　香港上海銀行東京支店)
2,830,500 3.44

GOLDMAN,SACHS & CO.REG

(常任代理人　ゴールドマン・サックス証券株式会社)
2,788,820 3.39

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)

(常任代理人　野村證券株式会社)
2,760,874 3.36

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,411,900 2.93

アズワン株式会社 2,404,000 2.92

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

(常任代理人　ゴールドマン・サックス証券株式会社)
2,388,027 2.90

CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL

(常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
2,296,814 2.79

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT

(常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
2,235,526 2.72

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．2026年３月31日現在の状況です。

２．所有割合は自己株式を控除して計算しています。

３．2026年２月10日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、オアシス　マネジメント　カンパニー　リミテッド（Oasis Management Comp

any Ltd.）社が2026年２月３日現在で15,397,600株（株券等保有割合17.58％）の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として当事業

年度末現在における実質保有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

髙木 暢子 公認会計士

原田 哲郎 他の会社の出身者

大田 愛子 弁護士

安田 誠 他の会社の出身者

河﨑 武士 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

髙木 暢子 ○ ○ 該当事項はありません。

髙木暢子氏は、公認会計士として監査法人トー
マツ（現有限責任監査法人トーマツ）及び税理
士法人トーマツ（現デロイト トーマツ税理士法

人）での監査・税務実務を経て、GCA㈱（現フー
リハン・ローキー㈱）においてM&Aアドバイザ
リー業務に従事し、数多くの国内及びクロス
ボーダー案件を推進しました。その後、日本電
気㈱においてグループ全体の事業買収・売却・
事業再編に関するトップマネジメントへの意思
決定支援、ディールの交渉・プロジェクトマネジ
メント業務、事業ポートフォリオ戦略及びグロー
バル戦略の立案業務を通じて企業価値向上に
資する事業戦略及び大企業経営の実態を体得
し、2018年に㈱COEING AND COMPANYを設

立して経営コンサルタントとして独立しました。
経営コンサルタントとして、新規事業開発にお
ける評価運用モデルの構築・運用の実践経験
等を蓄積しています。公認会計士としての財
務・会計の深い専門知識に、M&Aアドバイザ
リー会社及び事業会社で磨いた事業戦略と投
資価値評価の視点、経営コンサルタントとして
培った多様な業種・経営フェーズへの洞察を組
み合わせた同氏の知見は、取締役会において
業務執行を独立した視点から多角的に評価す
るうえで極めて有益であることから、社外取締
役（監査等委員）として選任しました。また、当
社グループの主要な取引先、役員報酬以外に
多額の金銭その他の財産を得ているコンサル
タント等、一般株主と利益相反が生じるおそれ
があるとして取引所が示した基準に該当してお
らず、独立した立場からの経営陣に対する実効
的な監視・監督を期待できることから、独立役
員に指定しております。



原田 哲郎 ○ ○ 該当事項はありません。

原田哲郎氏は、海上自衛隊及び日本生命保険
相互会社での投融資業務経験を経て、カリフォ
ルニア大学バークレー校経営大学院にてMBA
を取得し、2000年に創業間もない㈱ドリームイ
ンキュベータに参画しました。同社において大
企業向け戦略コンサルティングやベンチャー企
業への投資・育成業務に従事し、2006年より執
行役員、2018年より取締役として20年以上にわ
たり同社の経営中枢を担ってきました。2020年
6月に同社代表取締役CEOに就任後は、創業2
0周年の節目においてミッション・ビジョン・バ
リューを刷新し、取締役会構成の見直しとモニ
タリングモデルへの転換、事業ポートフォリオの
抜本的な再構築とDX関連の新サービスライン
の立ち上げ、資本構成の見直しと大型の株主
還元を推進しました。上場企業の経営トップとし
て、変化する時代に即した経営構造の転換と
企業価値向上を主導した経験を有しています。
2023年からは取締役会議長として、経営執行と
取締役会監督機能の適切な分離と実効性の確
保を実践しており、上場企業ガバナンスの高い
水準での運営に関する深い知見を有していま
す。また、㈱マンダムの社外取締役在任中に
は、同社のマネジメント・バイアウト（MBO）に係
る特別委員会委員を務め、支配株主と少数株
主の間に生じる利益相反リスクを管理しつつ、
独立した立場から企業価値の向上、取引の公
正性及び少数株主の利益保護の観点で多角
的に検討・判断した経験を有しています。この
ような複雑な資本取引の局面における独立的
な意思決定の実務経験は、当社の取締役会に
おける監督機能の実効性向上に資するもので
あることから、社外取締役（監査等委員）として
選任しました。また、当社グループの主要な取
引先、役員報酬以外に多額の金銭その他の財
産を得ているコンサルタント等、一般株主と利
益相反が生じるおそれがあるとして取引所が
示した基準に該当しておらず、独立した立場か
らの経営陣に対する実効的な監視・監督を期
待できることから、独立役員に指定しておりま
す。



大田 愛子 ○ ○ 該当事項はありません。

大田愛子氏は、弁護士登録後、英国系大手法
律事務所であるフレッシュフィールズブルックハ
ウスデリンガー法律事務所（現フレッシュフィー
ルズ法律事務所）において外資系企業の労務・
訴訟案件に従事し、国際水準の企業法務実務
を体得した後、2017年にのぞみ総合法律事務
所に参画しました。同事務所においては、コン
プライアンス・内部統制等のガバナンス体制構
築支援、東南アジアを中心とした海外法務、労
務・訴訟を主要分野とする企業法務全般を担
い、上場会社が日常的に直面する多様な法的
リスクへの対応において豊富な経験を積んで
います。2019年にはシンガポール国立大学（N
US）法学修士課程（LL.M.）へ日弁連推薦留学
生として留学し、現地の紛争解決制度・比較法
を修了後、ASEAN各国に拠点を持つシンガ
ポールの大手法律事務所であるRajah & Tann

Singapore LLPに出向しました。同事務所での

出向では、日本企業の東南アジア進出・現地
法対応・国をまたがる紛争解決・現地コンプライ
アンス体制構築を幅広く支援し、約２年間にわ
たるシンガポール・ASEAN域内での実務を通じ
て、国際企業法務の最前線での実践的経験を
積みました。当社グループがAPACを中心に展
開する海外事業の主要拠点であるシンガポー
ルにおける同氏の深い実務知見は、取締役会
及び監査等委員会における海外事業リスクの
監督において具体的かつ実効的な視点をもた
らします。帰国後は、のぞみ総合法律事務所に
おいてシンガポール・東南アジア関連の企業法
務及びコンプライアンス・ガバナンス分野を継
続して担い、2025年9月には同事務所パート
ナーに就任しました。グローバルファームでの
高水準の法務実務、NUSでの国際的なリーガ
ル教育、及びシンガポール大手法律事務所で
の実務を通じて身につけた国際企業法務の専
門性は、当社グループが海外事業の継続・再
編を含む多様な戦略的局面において複雑な意
思決定を求められる中、クロスボーダー取引・
現地法対応・コンプライアンス体制の構築や、
取締役会における海外事業リスクの監督と意
思決定の質的向上において重要な役割を果た
すことが期待できるため、社外取締役（監査等
委員）として選任しました。また、当社グループ
の主要な取引先、役員報酬以外に多額の金銭
その他の財産を得ているコンサルタント等、一
般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして
取引所が示した基準に該当しておらず、独立し
た立場からの経営陣に対する実効的な監視・
監督を期待できることから、独立役員に指定し
ております。



安田 誠 　 ○ 該当事項はありません。

安田誠氏は、現在のAIブームよりもはるか以前
から日本におけるデータ活用・機械学習ビジネ
スの創成を牽引してきた先駆者の一人です。ソ
フトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）及びフ
リービット㈱での事業開発経験を経て、2004年
に統計解析・機械学習を軸とするデータ分析企
業である㈱ブレインパッドに創業メンバーとして
参画しました。同社においてデータ分析サービ
スの事業推進を主導するとともに、2011年の東
証上場を経て取締役に就任し、以後約10年間
にわたって取締役として事業の拡大を牽引しま
した。取締役在任期間においては、統計解析・
機械学習を軸とするデータ分析事業の拡大の
みならず、レコメンドエンジン・広告自動入札等
のSaaSプロダクト事業部門を統括し、その企
画・開発・グロースを主導して同社の東証一部
市場（現プライム市場）上場に貢献しました。多
くのIT企業が現在注力するデータドリブンSaaS
ビジネスの実装・事業成長において10年以上
に渡り経営者目線での実践経験を有しており、
単なる技術的知見にとどまらず、データ・AIビジ
ネスにおける市場開拓・プロダクト戦略・組織構
築・収益化という経営全体を俯瞰した深い見識
を持っています。2021年の㈱ブレインパッド退
任後は、㈱Seedimの設立を通じてデータ活用
を起点とした新たな事業創造に取り組むととも
に、㈱ニーリーへの参画を通じて次世代のSaa
S企業の成長支援にも従事するなど、最前線で
の経験を継続して積み上げています。当社グ
ループは、医療・介護・ヘルスケア・シニアライ
フ領域において膨大なデータ資産を保有してお
り、これを活用したSaaSビジネスの高度化と新
サービスの創出が企業価値最大化の重要な柱
として位置づけられています。データ分析ビジ
ネスの黎明期から上場企業の経営者として第
一線で活躍してきた同氏の実践的知見は、当
社のIT・DX戦略及びSaaSビジネスのさらなる成
長を推進する取締役会において、即実践につ
ながる具体的かつ示唆に富む助言として発揮
されることが期待できるため、社外取締役（監
査等委員）として選任しました。また、当社グ
ループの主要な取引先、役員報酬以外に多額
の金銭その他の財産を得ているコンサルタント
等、一般株主と利益相反が生じるおそれがあ
るとして取引所が示した基準に該当しておら
ず、独立した立場からの経営陣に対する実効
的な監視・監督を期待できることから、独立役
員に指定しております。



河﨑 武士 　 ○ 該当事項はありません。

河﨑武士氏は、シティバンク、エヌ・エイ在日支
店（現シティバンク、エヌ・エイ東京支店）におけ
る銀行業務及び日興コーディアル証券㈱（現S
MBC日興証券㈱）における証券業務を経て、㈱
地域経済活性化支援機構（REVIC）において
コーポレートファイナンス及びプライベートエク
イティ投資業務に従事しました。REVICは産業
競争力強化を担う政府系ファンドであり、同氏
はここで企業の財務構造改善・事業価値向上
に向けた実践的なファイナンス手法を習得する
とともに、多様な業種・規模の企業が抱える経
営課題を資本市場の視点から分析・解決する
高度な専門性を培いました。2020年にライフ
ネット生命保険㈱に入社後は、経営企画部長と
して全社戦略の策定を担い、2022年より執行
役員としてIRを含む経営企画・経理数理部門を
統括しながら、機関投資家・アナリストとの継続
的な対話を主導しました。同氏は、上場企業と
して資本市場からの企業価値向上への期待に
応えるため、成長戦略実現に向けた資本調達
や戦略的な資本業務提携を主導しました。ま
た、投資家に対する有用な情報提供の観点か
ら国際財務報告基準（IFRS）の任意適用を推進
したほか、中期経営計画の策定・公表を主導す
るなど、資本市場との質の高いコミュニケーショ
ン能力を実践の場で発揮してきました。加え
て、2025年６月からは取締役副社長CFOとして
経営戦略・ファイナンス・IRの全領域を統括し、
2025年７月には同社の東京証券取引所グロー
ス市場からプライム市場への上場市場区分変
更を実現するなど、資本政策と市場評価の向
上において具体的な成果を上げています。銀
行・証券・政府系ファンド・保険という異なる金
融フィールドを横断した実務経験に基づく資本
市場への深い理解と、上場企業CFOとしての
実践知は、当社が企業価値最大化ロードマップ
で掲げる資本市場とのコミュニケーション強化、
資本政策の高度化、及びM&Aを含む成長投資
戦略の推進において、取締役会に不可欠な視
点を与えることが期待できるため、社外取締役
（監査等委員）として選任しました。また、当社
グループの主要な取引先、役員報酬以外に多
額の金銭その他の財産を得ているコンサルタ
ント等、一般株主と利益相反が生じるおそれが
あるとして取引所が示した基準に該当しておら
ず、独立した立場からの経営陣に対する実効
的な監視・監督を期待できることから、独立役
員に指定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　内部監査部門が監査等委員会事務局の役割を担い、適宜監査業務を補助します。

　監査等委員会の職務を補助する内部監査部門の使用人の独立性を確保するため、当該使用人の異動等人事に関する決定は、監査等委員会
の事前の同意を得ることとしております。また、監査等委員会により監査業務に関する命令を受けた補助使用人は、その命令に関して、取締役
（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令を受けないこととしております。



監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は、内部監査部門の監査と調整を図り、連携して監査を行います。また、会計監査人から半期ごとに監査結果の報告を受けるほ
か、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図ります。

　内部監査部門は、監査等委員会の職務を補助するとともに、月次で会合をもち、監査計画をはじめ、監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情
報の交換を行うほか、内部通報制度の運用状況を報告する等、相互連携を図っています。また、会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内
部統制監査に関して意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っています。

　また、内部統制部門は、これらの監査により指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っています。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

　当社は、2018年12月に指名・報酬諮問委員会を設置しました。同委員会は、取締役の選任及び解任（代表取締役その他の経営陣の選定及び解
職を含む。）に関する事項、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する事項、代表取締役社長の後継者育成計画に関する事
項、その他当社グループの重要な事項の審議を行うことを目的とする、取締役会の諮問機関です。また、取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の個人別の報酬額の決定機関となっています。

　指名・報酬諮問委員会の構成は以下のとおりです。

　委員長：髙木 暢子（監査等委員長・筆頭独立社外取締役）

　委員：原田 哲郎（監査等委員・独立社外取締役）、髙畑 正樹（代表取締役社長）

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、社外取締役を独立役員として指定する要件として、独立性を客観的に判断するための基準を以下のとおり定め、社外取締役が以下の
項目のいずれにも該当しない場合は、当社にとって十分な独立性を有するものと判断します。

a. 当社及び当社の子会社（以下、「当社グループ」という。）の業務執行者又は過去10年間において業務執行者であった者

b. 当社グループの取引先で、直近事業年度における当該取引先に対する当社グループの売上高が当社グループの年間連結総売上高の１%を超

える取引先又はその業務執行者

c. 当社グループを取引先とする者で、直近事業年度における当社グループに対する売上高がその者の年間連結総売上高の１%を超える者又はそ

の業務執行者

d. 当社グループから役員報酬以外に1,000万円を超える金銭・その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等（当該財産を得て

いる者が法人、組合等の団体に属している場合は、当該団体との取引において双方いずれかの年間連結総売上高の1％超もしくは1,000万円超）

e. 当社グループの主要借入先（資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者）又はそ

の業務執行者

f. 当社の主要な株主（議決権所有割合10%以上の株主）又はその業務執行者

g. 当社グループから直近事業年度において1,000万円を超える寄付を受けている者

h. 当社グループの会計監査人又はその業務執行者等として当社グループの監査業務を担当している公認会計士

i. 当社グループとの間で相互に取締役を派遣している会社の業務執行者



j. 過去３年間のいずれかの時点において、上記b.からi.までのいずれかに該当していた者

k. 上記a.からj.までのいずれかに該当する者（ただし、e.からh.までに関しては、重要でない者を除く。）の配偶者又は二親等以内の親族

l. 上記a.からk.までのほか、一般株主と利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由が

ある者

　なお、当社は、社外取締役については、在任期間が長い役員の経験を活かすことと、新たな役員による社外の新しい視点を入れることの調和を
図るべく、在任期間についても多様性を実現することとしております。そのため、在任期間についての基準は設けておりません。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

・業績連動報酬制度の導入

　本報告書の「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況　１．機関構成・組織運営
等に係る事項　【取締役報酬関係】」に記載のとおりです。

・ストックオプション制度の導入

　当社は、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めるため、並びに中長期的貢献を促すためにストックオプション制度を導入しており
ます。なお、当社のストックオプションの概要は有価証券報告書をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

　本報告書提出時点で、行使権利が失効していないストックオプションの付与対象者となります。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　該当事項はありません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、決議に際し
ては、指名・報酬諮問委員会への諮問、同委員会からの答申を経ることとしています。最終改定は2026年５月15日の取締役会にて決議し、2026年
６月19日に効力が発生しています。

　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。

（a）代表取締役の報酬等の内容に係る決定方針

a．基本方針

イ．当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）は代表取締役１名で構成されており、その報酬は、「永続する企業グループ
として成長し続け、社会に貢献し続ける」という企業理念の実現と、企業価値の長期継続的な向上を促すインセンティブとして機能することを基本
方針とする。

ロ．当社は、短期的な成果のみに偏ることなく、中長期の時間軸で戦略を実行し企業価値を高めることを重視しており、代表取締役の報酬制度は
このような考え方を体現し、株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を果たすことができる設計とする。



ハ．代表取締役が長期の時間軸でオーナーシップを持ち、価値創造の主体として経営に取り組めるよう、当社株式の保有を促進し、株主との利害
を一致させる報酬体系を志向する。

b．報酬水準

当社の現状及び目指す企業規模・事業フェーズを踏まえ、同程度の規模・事業フェーズにある上場企業をベンチマークとして、優秀な人材の確保・
維持に必要な競争力を確保しつつ、株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を果たすことができる水準に設定する。

c．報酬構成

①基本報酬、②年次賞与（STI）、③事後交付型株式報酬（LTI：PSU・RSU）で構成し、業績目標を標準的に達成した場合において、おおよその目
安として以下のとおりとする。

　基本報酬：STI：LTI＝48%：16%：36%（うち、PSU16%、RSU20%）

なお、②年次賞与及び③事後交付型株式報酬（LTI）のうちPSUについては、実際の支給額が業績目標の達成状況により変動するため、最終的な
比率は上記と異なる場合がある。

d．基本報酬

固定額の金銭報酬とし、職責、業務執行の難易度及び同規模上場企業の報酬水準を総合的に考慮して決定する。基本報酬は月例で支給する。

e．年次賞与（STI）

各事業年度の業績に連動した金銭報酬とする。所定の基準額に対して、所定の業績評価指標（KPI）の達成率に応じた支給係数（下限0%・上限15
0%）を乗じた額を、当該事業年度終了後の一定時期に支給する。標準額、具体的な業績評価指標の内容、業績目標値及び各指標の構成比率
は、取締役会が決定する。

f．事後交付型株式報酬（LTI：PSU・RSU）

非金銭報酬等として、以下の２種類の事後交付型株式報酬（LTI）を支給する。いずれも株主との利害を一致させ、中長期的な企業価値向上への
インセンティブを付与することを目的とする。

イ．業績連動型株式報酬（PSU）

中期的な業績目標の達成を促進するインセンティブとして、業績達成条件に連動したパフォーマンス・シェア・ユニット（PSU）を付与する。業績評価
指標（KPI）、業績連動係数の上下限及び対象期間は、株主総会において承認を得た範囲内において、取締役会が決定する。PSUはその業績達
成条件が充足されたことが確認された後に50％を株式として交付し、50％を金銭として支給する。

ロ．非業績連動型株式報酬（RSU）

当社株式の保有を促進し、長期在籍へのインセンティブを付与することを目的として、在籍条件付きの譲渡制限付株式ユニット（RSU）を付与する。
付与株式数、権利確定条件（在籍条件等）及び付与時期は、株主総会において承認を得た範囲内において、取締役会が決定する。RSUはその在
籍条件等が充足されたことが確認された後に50％を株式として交付し、50％を金銭として支給する。

g．マルス・クローバック条項

当社は、会計上の誤り等により、事後的に決算書類等の重大な修正が発生した場合や、代表取締役による重大な不正・法令違反行為等が発生し
た場合、指名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで、取締役会の決議により、代表取締役に対し、賞与（STI）及び事後交付型株式報酬（LTI：PSU
・RSU）等のインセンティブ報酬について、支給・交付前の権利に関し全部もしくは一部を没収（マルス）又は支給・交付済みの全部もしくは一部の
返還（クローバック）を求める場合がある。

h．決定プロセス

代表取締役の報酬等の内容は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議・答申を経て、当該答申の内容を最大限尊重し
たうえで取締役会が決定する。ただし、報酬額は指名・報酬諮問委員会が決定するものとし、取締役会は、指名・報酬諮問委員会の委員長及び委
員に対してその権限を委任する。

取締役会は、指名・報酬諮問委員会規程に従い、同委員会より、検討の経過及び結果の報告を受けるものとする。

i．その他重要な事項

当社は、経営陣と株主との利益の一致を図り、長期的な企業価値の向上に向けた経営を推進するため、代表取締役に自ら市場において当社株
式を購入させるものとする。

（b）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

a．報酬水準

当社の現状及び目指す企業規模・事業フェーズを踏まえ、同程度の規模・事業フェーズにある上場企業をベンチマークとして、優秀な人材の確保・
維持に必要な競争力を確保しつつ、株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を果たすことができる水準に設定する。

b．報酬構成

基本報酬のみで構成する。

c．基本報酬

固定額の金銭報酬とし、役位・職責等に応じ、同規模上場企業の報酬水準を総合的に考慮して決定する。基本報酬は月例で支給する。

d．決定プロセス

個人別の報酬等の内容は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議・答申を経て、当該答申の内容を最大限尊重したう
えで取締役会が決定する。ただし、個人別の報酬額は、指名・報酬諮問委員会が決定するものとし、取締役会は、指名・報酬諮問委員会の委員長
及び委員に対してその権限を委任する。取締役会は、指名・報酬諮問委員会規程に従い、同委員会より、検討の経過及び結果の報告を受けるも
のとする。

　2026年３月期においては、2025年６月20日開催の取締役会にて、指名・報酬諮問委員会の委員長である取締役（監査等委員）松林智紀、同委
員会の委員である取締役（監査等委員）髙木暢子及び代表取締役社長 後藤夏樹（注）に対し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人

別の報酬の金額及び支払時期を決定する権限を委任する旨を決議し、同委員会が当該事項を決定しています。その理由は、独立社外取締役２
名と代表取締役によって構成され、筆頭独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会への委任により、個人別の報酬等の内容の決
定に係る透明性及び公正性の向上を図るためです。

　取締役会は、2026年３月期に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、決定時点に
おいて有効だった、2022年６月24日の取締役会で決議された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方
針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しています。



　なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬の金額及び支払時期の決定については、監査等委員全員の協議により、監査等委員長松林智
紀（注）に一任しています。

（注）各決定の時点における氏名、地位及び担当を記載しています。

　なお、2026年３月期における取締役の報酬については、有価証券報告書においてその総額を表示しています。

【社外取締役のサポート体制】

　社外取締役と協議のうえで必要な人員を配置し、適宜必要な資料や情報の提供などのサポートを行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

＜業務執行の機能に係る事項＞

取締役会の意思決定及び業務執行が合理的に行われることを目的として、以下の体制をとっております。

・原則月１回の取締役会にて、取締役の職務執行状況の報告と法令・定款及び取締役会規程に定めた事項についての決議

・原則週１回の経営会議にて、重要な業務執行に係る意思決定、取締役会付議事項やその他重要事項についての審議

＜監査・監督の機能に係る事項＞

コーポレート・ガバナンス及びモニタリング機能強化を目的として、以下の体制をとっております。

・社外取締役が、取締役会に出席し、独立した立場から意思決定の妥当性並びに公正性を監督するとともに、監査等委員会で定められた監査方
針に基づき取締役の業務執行並びに意思決定の適法性、妥当性等を監査

・独立役員の要件を満たし、かつ法律及び会計・税務に関する知見を有する社外取締役の選任

・内部監査部門が、他の業務執行から独立した立場で、法令等の遵守、業務の有効性などを確保するため、各部門及び子会社等における業務遂
行状況を検証・評価し、内部統制の改善に向けた監査を実施

会計監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。体制は以下のとおりです。

・公認会計士の氏名

指定有限責任社員：田中清人

指定有限責任社員：酒井 睦史

・会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士５名

その他18名

＜指名、報酬決定等の機能に係る事項＞

【取締役候補者の指名について】

取締役候補者の指名については、客観性・公正性・透明性を確保するため、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会に
諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が指名を決定することとしています。なお、監査等委員である取締役候補者については、監査等委員
会の同意を得たうえで取締役会が指名を決定することとしています。

【取締役の報酬決定について】

本報告書「II-１．【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図ることを目的として、2016年６月24日開催の第13期定時株主総会において定款の一部
を変更し、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。それにより、取締役会から代表取締役等に対し業務執行
に係る権限を委譲することで迅速で果断な経営判断を促し、取締役会においては経営戦略及び経営課題に関する議論等、より大局的・実質的な
議論を行うとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図っています。

　また、監査等委員会においては、取締役会の議決権を有する監査等委員（いずれも独立社外取締役）が監査を行うことにより、監査・監督の実
効性の向上を図っています。

　加えて、2018年12月に指名・報酬諮問委員会を設置しました。同委員会は、取締役の選任及び解任（代表取締役その他の経営陣の選定及び解
職を含む。）に関する事項、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する事項、代表取締役社長の後継者育成計画に関する事
項、その他当社グループの重要な事項の審議を行うことを目的とする、取締役会の諮問機関です。また、取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の個人別の報酬額の決定機関となっています。

　さらに、経営陣との連絡・調整や独立社外取締役である監査等委員間の連携を図るため、独立社外取締役の互選により筆頭独立社外取締役を
選定しています。

　当社における業務執行上の重要な意思決定の多くは、取締役会及び経営会議に集約されています。社外取締役５名を含む６名の取締役で構成
される取締役会を定例では原則月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。その他重要事項に関し、経営判断を補完する目的
で、業務執行取締役および代表取締役社長が指定するマネジメント単位の責任者等で構成される経営会議を原則週１回開催し、取締役会規程及
び経営会議規程、職務権限規程等に基づき、業務執行に係る意思決定を行うとともに、業務執行状況の確認を行っています。また、経営会議に
は必要に応じて監査等委員でない非業務執行取締役および監査等委員である取締役がオブザーバーとして参加しています。

　また、2026年４月28日に策定・公表した「企業価値最大化に向けたロードマップ」の内容を含め、経営課題の検証・検討を行うため、2026年７月に



「企業価値向上委員会」の設置を予定しています。

　監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針、業務分担に従い、監査等委員でない取締役・従業員等から職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧しています。また、会計監査人、内部監査部門等と緊密に連携すること
で、企業経営の効率性の維持・向上、適法性の確保に努めています。そのため、当該体制によって経営の客観性を確保できていると考えていま
す。

　当社は取締役の意思決定及び業務執行が合理的に行われ、監査・監督が十分に機能し、コーポレート・ガバナンスがより一層強化されることで
グループミッションを実現し、長期的に企業価値を向上させることができると判断したため、現状の体制を採用しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

電磁的方法による議決権の行使
株主の皆さまの利便性向上をはかるため、パソコン・スマートフォンを通じた議決権行使を
可能としています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しており
ます。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知の一部について英訳を実施し、TDnet及び当社ウェブサイトに掲載しておりま
す。

その他
株主総会招集通知の早期発送について、2026年６月19日開催の第23期定時株主総会に
つきましては、2026年６月４日の発送といたしましたが、発送に先立ち、2026年５月28日に
TDnetと当社ウェブサイトへの掲載を行っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
IRポリシーを定め、当社ウェブサイトにて公表しております。

https://www.bm-sms.co.jp/ir/ir_policy/

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年４回の開催を予定しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社ウェブサイトに株主・投資家の皆さまに向けたページを設け、（https://ww
w.bm-sms.co.jp/ir/）、有価証券報告書、決算短信、株主総会招集通知、会社
説明会資料等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営管理本部　IR・リサーチ部の所管業務としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社グループは、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向
上し、社会に貢献し続ける」というグループミッションのもと、株主、顧客、取引先、従業員、
地域社会等全てのステークホルダーに価値を提供することで、持続的な成長と長期的な企
業価値の向上を実現したいと考えています。この実現に向けて、「クレド」や「エス・エム・エ
スビジネスガイドライン」を定め、入社時の研修等により全従業員への浸透を図っておりま
す。

各ステークホルダーに対する当社の基本的な考え方は、本報告書「Ｉ-１．（１）株主の権利・
平等性の確保」及び「I-１．（２）株主以外のステークホルダーとの適切な協働」に記載のと
おりです。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

＜サステナビリティへの考え方＞

当社グループでは「永続する企業グループとして成長し続け、社会に貢献し続ける」ことを
普遍的に追い求めるべき経営理念に据え、会社が成長を伴いながら永続していくことを通
じ、社会への貢献の総量を拡大していきたいと考えています。その中での当社グループが
実現すべき使命として、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質
を向上し、社会に貢献し続ける」をミッションに掲げています。

高齢社会で生じる様々な社会課題の解決を事業の根幹に据えて取り組み、グループミッ
ションを実現することこそが、持続可能な社会の実現につながると考えています。また、事
業活動を通じて社会課題解決に取り組むことで、社会に求められる企業として持続的な成
長が可能となります。持続的な成長の積み重ねによって長期的な企業価値が向上していく
ことで、より強力にグループミッションの実現を後押しし、持続可能な社会の実現につなげ
ることができます。加えて、これらの社会との共通価値を創造する活動を支え推進するため
には、社会の要請を踏まえながら、ガバナンス、人的資本、地球環境への配慮、情報セ
キュリティ、人権の尊重、腐敗・贈収賄防止等の観点を含め、経営基盤を整備・強化してい
くことが重要だと考えています。

様々なステークホルダーの信頼と期待を真摯に受け止めながら、これらの活動を通じて、
持続可能な社会の実現に貢献していきます。

＜環境への取組み＞

当社グループは、持続可能な社会の実現に向けて、地球環境保全の重要性を認識し、気
候変動関連課題への対応や事業活動における環境負荷の低減に取り組んでいます。

なお、具体的な取組みについては、当社ウェブサイトで開示しています。（https://www.bm-
sms.co.jp/sustainability/environment/）

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

会社法、金融商品取引法等の関連法令及び東京証券取引所の定める規則の遵守、社内
体制及びIR活動の充実などを図ることにより、投資家をはじめとするステークホルダーの視
点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示に努めます。

その他

当社グループは、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向
上し、 社会に貢献し続ける」というグループミッションの実現に向け、従業員が心身ともに

健やかに働くことが重要であると考えています。また、ヘルスケア事業を運営する企業とし
て、従業員一人ひとりが自らの健康に関する高い意識を持つことが、よりよいサービスを提
供することにつながると考えています。

そのため、代表取締役社長直轄の健康推進室を設置し、従業員の健康維持・増進と意識
向上を推進するための様々な取組みを行っています。

健康経営についての主な取組みについては、当社ウェブサイトで開示しています。（https:/
/www.bm-sms.co.jp/sustainability/employee-health）

また、これらの取組みが評価され、経済産業省と日本健康会議が共同で顕彰する「健康経
営優良法人(大規模法人部門)」に2020年より７年連続で認定されています。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、業務の適正を確保するために必要な体制の整備のため、下記のとおり内部統制基本方針（以下、「基本方針」という。）を定めています。
取締役会は、基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し必要な改善措置を講じるほか、経営環境の変化等に対応して
適宜基本方針の改定を行い、適法かつ効率的な業務の執行体制を維持しています。なお、最終改定は2025年12月17日開催の取締役会にて決議
し、2026年１月１日に効力が発生しています。

a．当社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

イ．当社は、法令、定款及び社会規範の遵守を経営の根幹におき、当社及び当社子会社（以下、「当社グループ」という。）においてその徹底と継
続的改善を図るため、法令の遵守、倫理感の醸成及び全社的なリスク管理に係る方針を定め、コンプライアンス体制の維持、向上を図る。

ロ．当社は、法令違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見と是正を目的として、社内通報窓口及び顧問弁護士事務所を情報受
領者とする社外通報窓口（以下、総称して「内部通報窓口」という。）を設置することにより、内部通報制度を整備し、問題の早期発見・未然防止を
図る。

ハ．当社は、コンプライアンスを含むリスクマネジメントに係る規程を定め、リスクマネジメントを所管する部門が当社グループにおけるコンプライア
ンス対応を組織横断的に統括する。コンプライアンス対応活動に係る意思決定は経営会議において行い、その内容を定期的に取締役会に報告す
る。

ニ．内部監査部門は、当社グループにおける、法令の遵守、倫理感の醸成及び全社的なリスク管理の状況を監査し、これらの活動を取締役会及
び監査等委員会に報告する。

ホ．社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、当社グループを挙げて毅然とした姿勢で対応する。

b．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．当社は、取締役の職務執行に係る情報及びその管理について、対象文書と保存期間及び管理方法等を規定し、文書化もしくは電磁的媒体に
記録のうえ、経営判断に用いた関連資料とともに保存する。

ロ．当社は、取締役からの要請があった場合に備え、情報の種類や特性に応じて適切かつ確実な検索性の高い状態で保存・管理することとし、閲
覧可能な状態を維持する。

c．当社の損失の危険管理に関する規程その他の体制

イ．当社は、当社グループの経営活動上のリスクマネジメント体制を整備、構築するための方針を規定し、これに基づいて経営活動上のリスクを



認識する。また、影響、発生可能性を鑑み、重要性に応じたリスク管理を行う。

ロ．当社のリスクマネジメントを所管する部門が当社グループにおける情報セキュリティを始めとしたリスク対応を組織横断的に統括し、リスクマネ
ジメント活動に係る重要な意思決定は経営会議において行い、その内容を定期的に取締役会に報告する。サステナビリティに関するリスクについ
ては、サステナビリティ委員会においてそのリスクの識別・評価を実施し、リスクマネジメントを所管する部門と連携のうえ、当社グループ全体のリ
スク管理体制に統合する。

ハ．各部の部門長は、リスクマネジメント体制を確実に運用するために、リスクマネジメントを所管する部門への情報の提供、部門におけるリスク
管理策の実行・監督、リスク管理策を確実に実施するために必要な自主点検の指示・監督及び教育訓練の実施・監督、並びに部門内で発生した
インシデント情報の収集及び報告の責任を担う。

ニ．当社は、災害、事故などの重大な事態が生じた場合の当社グループにおける対応方針を規定し、これに基づいて緊急事態のレベルを判定し、
迅速に対応を行うことにより損害の拡大を防止するとともに損失を最小限に留める。

d．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．当社は、効率的かつ機動的な業務執行とそのモニタリングの強化を図るために、ガバナンスの形態として監査等委員会設置会社を選択する。

ロ．当社は、効率的かつ機動的な業務執行のために、取締役会の権限の一部を代表取締役社長等へ委譲し、その権限を必要に応じて執行役
員、各部門責任者等へ委譲する。当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員は、各部門と業務進捗会議を定期的に実施す
ることにより迅速な情報共有を行い、適時適切な経営判断を行う。役職員の職務、権限及び責任等については、業務分掌及び職務権限等に関す
る規程において定める。

ハ．当社取締役会は、当社グループの全社戦略を策定し、グループ運営上の重要な意思決定を行う。また、各部門又は各子会社は、全社戦略を
踏まえて自部門又は自社の戦略を策定する。当社取締役会は、その進捗状況を定期的にモニタリングすることにより、全社戦略の実行を担保す
る。

ニ．当社は、代表取締役社長の諮問機関として経営会議を設置する。経営会議は、業務執行取締役、執行役員及び重要な業務を執行する部門
責任者によって構成され、定期的に開催される。経営会議においては、重要な業務執行に関する事項について協議し、経営情報の共有を図ること
で、経営の効率化を進める。

ホ．当社コーポレート部門は、経営企画、IR、財務企画、経営インフラ、人材開発、リスクマネジメントの各領域で、取締役会及び経営会議の意思
決定と各部門及び各子会社の戦略実行をサポートする。重要な子会社においても同様の体制を構築し、当社コーポレート部門と連携のうえで、各
子会社の事業戦略に最適化したサポートを実施する。

e．当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．当社は、子会社の経営管理に関する方針を規程に定め、子会社の経営・財務等に関する重要な事項については当社報告事項とするととも
に、重要な意思決定については当社承認事項とすることで、適切な子会社の経営管理を行う。

ロ．当社は、子会社の管理を行う所管部門を定め、子会社の管理責任者と連携して管理を行う。また、子会社に関する最新の情報を収集して整理
保管し、必要に応じて情報を関係者に提供する。

ハ．当社が設置する内部通報窓口は、国内当社グループの全ての役員及び使用人が利用可能とし、子会社における法令違反行為その他コンプ
ライアンスに関する問題の早期発見・未然防止を図る。当社は、内部通報をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、懲戒処分や配置転
換等の人事上の措置等いかなる不利益な取扱いも行わないことを、「内部通報者保護規程」に明記する。

ニ．内部監査部門は、子会社の管理及び業務活動について監査を実施する。

f．当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役
を除く。）からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

イ．当社の監査等委員会の職務は、内部監査部門においてこれを補助する。

ロ．監査等委員会の職務を補助する内部監査部門の使用人の独立性を確保するため、当該使用人の異動等人事に関する決定は、監査等委員
会の事前の同意を得る。

ハ．監査等委員会より監査業務に関する命令を受けた補助使用人は、その命令に関して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令
を受けない。

g．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役その他これらに該当するもの及び使用人が
当社の監査等委員会に報告するための体制

イ．当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）・監査役及び使用人は、当社監査等委員会に対して、法定の事項に加え、経営に
重大な影響を及ぼす事項、法令・定款に違反すると思われる事項、会社に著しい損害を及ぼす事項、その他監査等委員会が報告すべきものと定
めた事項が生じた時は、速やかに報告するものとし、当該報告が円滑になされるよう、コーポレート部門が支援を行う。

ロ．内部監査部門は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果、内部通報の状況その他活動状況の報告を行うも
のとする。

h．当社の監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

イ．当社は、当社の監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、懲戒処分や配置転換等の人事上の措置等いかなる
不利益な取扱いも行わないことを、「内部通報者保護規程」に明記する。

i．当社の監査等委員会の職務執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前払い又は償還の手続きに係る方針に関する事項

イ．当社は、監査等委員及び監査等委員会の職務の執行について生ずる費用については、通常の監査費用は期初に予算化し、計画外の費用に
ついては、監査職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかにその前払い及び請求に応じる。

j．その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議に出席するとともに、稟議書その他
業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人からの説明を受ける。

ロ．監査等委員会は、内部監査部門の監査と調整を図り、連携して監査を行う。また、監査等委員会は代表取締役及び会計監査人と定期的に協
議を実施し、意見及び情報の交換を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)当社は、「エス・エム・エス ビジネスガイドライン」に反社会的勢力に対する対応方法を明記し、必要に応じ周知啓発活動を実施する。

(2)当社は、特殊暴力防止対策連合会等に加盟し、顧問弁護士事務所やその他社外の専門家及び関係機関と連携して対応する体制を構築す

る。



Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　当社は、持続的な成長と長期的な企業価値の向上を図り、IR活動を通じ株主・投資家との良好な関係を構築することが、敵対的買収に対する防
衛につながると考えており、買収への対応方針（買収防衛策）は導入していません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社は、当社グループに対する社会的な信頼と適切な評価を得るために、株主・投資家の皆さまに対して会社情報を適時・適切に開示すること
が不可欠と認識し、適時開示に係る社内体制を構築しています。

　当社グループの重要事実に関する情報は、原則として当社取締役会又は経営会議において決定又は報告される体制となっています。重要事実
に関する情報は各会議体の事務局が集約しています。IR部門は、各会議体の事務局、財務部門、リスクマネジメント部門等と連携して重要事実に
関する情報の開示要否を判断し、情報開示責任者（代表取締役社長）の承認を受けて適時・適切な開示を実施しています。重要事実に関する情
報は、リスクマネジメント部門が一元的に管理しています。



 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
当社の適時開示体制は次のとおりです。 
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当社取締役のスキル・マトリックスは以下のとおりです。 
 

氏名 役職 
特に期待する知見・経験 

企業経営 事業知見 国際経験 法務・リスク 
マネジメント 

会計・ファイ

ナンス・M&A IT・DX ESG・サステ

ナビリティ 

髙畑 正樹 代表取締役 〇 〇 〇  〇 〇 〇 

髙木 暢子 
筆頭独立社外取締役 

（監査等委員長） 
 〇 〇  〇  〇 

原田 哲郎 
独立社外取締役 

（監査等委員） 
〇 〇  〇 〇   

大田 愛子 
独立社外取締役 

（監査等委員） 
  〇 〇   〇 

安田 誠 独立社外取締役 〇 〇    〇  

河﨑 武士 独立社外取締役 〇 〇   〇  〇 
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